アルバイト使用申請書（2026年度）

立教学院人事部長　殿
　　　　　　　　　　 ■申請者（部長・所属長）　　　　    　　　　　　　
■使用者　 　 　 　 　 　 　 　 　    　　　　　　
（問合せ先）　　　　　　　　　　　（内線　　　　）
太線枠内を記入し、該当の（　）に○を付して下さい。
	区分
	（　　）学生アルバイト（他大生も含む）｜　　（　　）一般アルバイト

	使用部署・学部
	
	就業場所
	

	時給区分
	（　）基本（\1,230）　　｜　　（　）試験監督補助（\1,260）

	業務内容
	

	使用期間
	年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日
　週　　　日勤務　[　月・火・水・木・金・土　]

	休業期間中
の使用
	（　）有
	理由：

	
	
	業務内容：

	
	（　）無
	

	勤務時間
	　　　　　時　　　分～　　時　　　分 （土曜日　　時　　分～　　時　　分）
休憩　　　時　　　分～　　（原則12時から13時の１時間）

※雇用契約上必要となりますので、労働日と時間の明示は必須です。
　複数名のアルバイトを使用し、日時が異なる場合は採用予定者一覧にご記入ください。

	使用人数
	名

	採用予定者
	有
	（　）一覧添付　｜（　）後日提出　※採用する年度末において65才を超えない方

	
	無
	（　）人事課に人選を依頼する　※学生アルバイトは原則部局で人選

	研究課題名等
（研究費・補助金の場合）
	※個研費の場合は記入不要


	予算区分
	科研費　・　個研費　・　ＳＦＲ　・　学部管轄予算　・　全学枠　・　その他
	使用部署コード
	業務コード
	予算コード
	収支簿識別・使用者コード

	
	
	
	


備考・予備費№（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	リサーチ
記入欄
	



· 事前手続き（登録・出勤簿作成）が必要なため、原則として使用期間開始日の2週間前まで（人選が必要な場合は1ヶ月前まで）にご提出ください。
· 使用期間は、年度を単位としてください。
· 就業場所がキャンパス外で、交通費が発生する場合は、別途出張に関する手続きを行ってください。
· 学生アルバイトの勤務時間は、授業期間中は週28時間以内、授業期間外は週40時間以内を厳守してください。
· 採用予定者が外国人留学生の場合は、登録時に「在留カード」のコピーが必要です。
· 他大学の学生の場合、登録時に学生証のコピーが必要です。
· 研究生・研修生は、一般アルバイトとして扱います。
※　教員の申請者は、予算ごとに下記提出先にご提出ください（受付後、人事課に回付します）。
●学部管轄予算・研究科予算、学部付属研究所・センター　各学部事務課・学部事務室、研究科事務室
●補助金・研究費　ﾘｻｰﾁ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ　　　　●総合研究センター所属研究所　総合研究センター
●上記以外　（各予算管理者の承認を経て）人事課　（人事課受付　jinji-itaku@rikkyo.ac.jp）
· 複数名のアルバイトを使用する場合の「使用期間」は、使用期間が最長の方の内容をご記入ください。

	一次受付
	人事課受付
	人事部長
	申請№

	
	年　　　月　　　日
	
	


＜個人情報の保護について＞本届出書類にご記入いただいた個人情報は、申請内容に基づく各種手続きにのみ使用します。


